
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東日本労働組合 

発責 教育・広報部 

2022年 5月 22日 №457 

 

昨年の春闘では「昇給係数 2」となり、2021年 4月から 55歳未満の社員は 1人あたり年間で

約 2.4万円～約 4万円もの減額となっています。その上で、2021年度の夏季手当は「2.0ヶ月」

（年間 4.0ヶ月）と、会社発足以来、過去最低の支給月数および支給額となりました。 

【昇給係数２による減額分】 

 
等 級（一般） 減額分／月 

係職１等級 ２,０００円 

係職２等級 ２,５００円 

指導職２、１等級 ２,７００円 

主任職２、１等級 ２,９００円 

主務職 ３,０００円 

主幹職Ｂ、技術専任職 ３,１００円 

主幹職Ａ ３,３００円 

 

【過去 14年間の夏季手当実績】（単位：月数） 

 ※2014年度、2016年度、2020年度は月数換算 
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【過去 4年間における夏季手当の平均支給額】 
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年 度 平均支給額 対前年度比 

2018 年度 991,000 円  

2019 年度 984,000 円 ▲7,000 円 

2020 年度 812,700 円 ▲171,300 円 

2021 年度 661,600 円 ▲151,100 円 

 2018 年度との比較では約３３万円も減額！ 

単位：円 

生きていくために 生活を守るために 家族を守るために 

東日本ユニオンに加入して、絶対に３.０ヶ月分を勝ちとろう！ 


